
令和８年度瀬戸内海クルーズ事業 募集要項 

 

 

１ 事業概要 

当財団では、瀬戸内海を観光資源として捉え、魅力ある瀬戸内海クルージ

ングを行う事業者を支援することにより、瀬戸内海に面した優位性を生かし

た観光振興を図るため、クルーズ事業提案を次の内容により募集し、採用さ

れた事業に助成を行う。 

 

２ 募集期間 

  令和８年３月２日（月） ～ 令和８年３月１３日（金）〔必着〕 

（受付時間は平日９時～１７時） 

 

３ 採用件数  １件 

 

４ 助成金 

本事業の助成金は、次の各号の合算額とする。 

（１）運航助成 上限３０万円 

運航１回あたり３０，０００円を助成する。ただし、運航可能な状況

（桟橋で利用者を待っている状況）で、利用者が０名であったため出発

しなかった場合は、その半額を助成する。 

（２）事務諸経費等 上限２０万円 

本事業の実施に要するＰＲチラシ印刷代、ＰＲ経費及び事務諸経費

として助成する。 

 

５ 応募条件 

（１）応募者は、企画から実施まで自ら行うことができる船舶運航事業者であ

ること。 

（２）応募件数は、１事業者につき１件であること。 

（３）応募者は、当財団助成事業であることを理解し、応募者の責任において、

参加者に対しアンケート調査を実施すること。 

（４）令和８年度中に、当財団が定める実績報告書を提出すること。 

（５）公序良俗に反せず、政治活動・宗教活動でないこと。 

（６）実施に伴う事故等は、応募者の責任となるため、旅客を被保険者とする賠

償責任保険等に必ず加入すること。 

（７）他の同様の趣旨の補助事業等の対象でないこと。（本事業の対象となった

後に、重複した場合も含む。） 

（８）法令、条例及び規則を順守すること 

（９）上記応募条件を満たさない場合は、助成対象とならない。 

 



６ 応募内容 

以下の内容を明示した企画書を作成すること。 

（１）運航ルート 

ア クルーズルートの提案 

高松港（第二浮桟橋）を発着し、瀬戸内海を遊覧するコースの明示 

所要時間：１時間～３時間程度 

３回以上同じルートで運航する場合、四国運輸局長に

運航許可を得た又は申請する予定のルートであること。 

イ 期間内の運航日及び運航回数の明示 

運航予定日を設定できる期間は、令和８年４月６日（月）から令和

９年２月２６日（金）まで〔８月１３日（木）は除く。〕とする。

（四国運輸局長に運航許可を得ていないルートを提案する場合は、

申請から許可までの期間を考慮した開始日とすること。） 

ウ 次の条件を満たす利用船舶の提案 

（ア）提案する運航日に確保できる船舶であること。 

（イ）定員１０名以上であること。 

エ 乗船料金の提案 

子ども料金、障がい者料金等を設定する場合は、明示すること。 

（２）告知チラシの作成 

作成枚数及び配布（予定）箇所を明示すること。 

 

７ 応募方法 

提出物を、募集期間内に、当財団に持参又は郵送すること。 

※内容の詳細についてヒアリングが必要な場合、連絡させていただく事が

あります。 

※提出いただいた書類等は返却しません。 

 

８ 提出物  

（１）企画提案書（様式第１号） 

（２）提案の説明に必要な資料（様式は自由） 

  ※以上の資料を、Ａ４版で各５部、提出すること。 

 

９ 選考方法 

書類審査 

 

10 結果の通知 

  令和８年３月３１日（火）までに、採用の可否を通知します。 

※採用・不採用に関わる理由等については、一切お答えできません。 

 

 



11 その他 

（１） 船舶の確保等提案から事業完了までに関するすべては、応募者において

行うこと。 

（２） 提出物の内容に虚偽の記載があることが判明した場合は、決定を取り消

すことがある。 

（３） 応募に要する費用は、全て応募者の負担とする。 

（４） 提案採用の際又は採用後に、当財団との協議により、企画内容を一部変

更する場合がある。 

 

12 問合せ先 

〒760-0019 香川県高松市サンポート１番１号  

高松港旅客ターミナルビル７階  

（公財）高松観光コンベンション・ビューロー 

   観光振興部 電話：087-822-7060 

 

 

※本事業の実施は、令和８年度当初予算の成立が前提となりますので御了承く

ださい。  


